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金融機関の従業員が顧客に対し融資を受け

て宅地を購入するように勧誘する際に、当該

宅地が接道要件を具備していないことを説明

しなかったことが、当該宅地を購入した顧客

に対する不法行為を構成するとはいえないと

された事例（最高裁平成15年11月７日判決

破棄自判　判例タイムズ　1140号82頁）

１　事案の概要

金融機関Ｙの従業員であるＡは、昭和62年

５月ころ、Ｘに対し、Ｙから融資を受けて土

地を購入するように積極的に勧誘し、宅地造

成がされて分譲中の土地の１区画（以下「本

件土地」という。）の購入を勧めた。本件土

地には、公道に通ずる私道（以下「本件私道」

という。）があり、本件私道を構成する複数

の土地は、すべて私有地であったが、不動産

登記簿上の地目は、当時から、いずれも「公

衆用道路」であった。本件土地は、本件私道

に面する造成宅地のうちの最も奥の区画であ

った。本件土地はＢの所有であり、本件私道

の一部である土地も、当時、同人の所有であ

り、同土地の一部が本件土地の前面道路部分

（以下「本件前面道路部分」という。）であっ

た。

Ｘは、Ａの積極的な勧誘により本件土地を

購入することとし、同年７月、Ｂから本件土

地を代金1180万円で購入する旨の契約（以下

「本件売買契約」という。）を締結した。その

際、Ｘは、Ｙとの間で、融資契約を締結し、

Ｙから1200万円の融資を受けた。本件売買契

約の締結には、ＸとＢのほか、売主側の不動

産仲介業者としてＣの担当者らが立ち会っ

た。その際、Ｘは、Ｃが宅地建物取引業者と

して記名押印した重要事項説明書の交付を受

けた。その書面には、本件土地が第２種住居

専用地域にあり、６ｍ幅の私道に接している

旨の記載がある。本件前面道路部分は、本件

売買契約が締結された当時、道路位置の指定

がされておらず、本件土地は建築基準法43条

１項本文所定の接道要件を満たしていなかっ

たが、Ｘは、ＢやＣの担当者からも、Ｙの担

当者であるＡからも、その旨の説明を受けな

かった。

本件私道に接する造成宅地の区画には、本

件土地を除き、いずれも建物が建築されたが、

Ｘは、本件土地購入後も、長年にわたり、本

件土地を空き地の状態のままにしていた。そ

の間に、本件前面道路部分は、平成６年５月、

Ｂの死亡によりその相続人が相続し、平成８

年６月には、売買を原因とするＣへの所有権

移転登記手続が行われた。

Ｘは、平成11年ころ、本件土地上に建物を

建築しようとしたが、本件土地が接道要件を

満たさないものであったため、建築確認を受

けられなかった。そこで、Ｘは、Ｃに対し、

本件前面道路部分について道路位置の指定を

受けることなどについて協力を求めたが、こ

れを拒否され、かえって、Ｃから本件前面道

路部分を高額で買い取ることを求められた。
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Ｘは、Ｙに対し、Ａは本件土地が接道要件

を満たさない土地であることをＸに説明すべ

き義務があったのにこれを怠った旨を主張し

て、損害の賠償を求めた。一審では請求棄却

となり、二審高裁は、本件売買契約は、Ｘと

Ｙとの間の融資契約と一体となって、Ｙの利

益のために、Ｙの従業員であるＡのあっせん

によって行われたものであるから、Ａは、Ｘ

に対し、信義則上、本件売買契約締結に先立

って、本件土地が接道要件を満たさないこと

などについて説明する義務を負うものと解す

るのが相当であるとして、Ｘの請求を、200

万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求

める限度で認容した。そこでＹが上告に及ん

だ。

２　判決の要旨

最高裁判所は以下の通り判示して原判決を

破棄した。

盧 本件売買契約とＸとＹとの間の上記の融

資契約とは、当事者を異にする別個の契約

であるが、Ａは、後者の融資契約を成立さ

せる目的で本件土地の購入にかかわったも

のである。このような場合に、Ａが接道要

件が具備していないことを認識していなが

ら、これをＸに殊更に知らせなかったり、

又は知らせることを怠ったりしたこと、Ｙ

が本件土地の売主や販売業者と業務提携等

をし、Ｙの従業員が本件土地の売主等の販

売活動に深くかかわっており、ＡのＸに対

する本件土地の購入の勧誘も、その一環で

あることなど、信義則上、ＡのＸに対する

説明義務を肯認する根拠となり得るような

特段の事情を原審は認定しておらず、また、

そのような事情は、記録上もうかがうこと

ができない。

盪 本件前面道路部分は、本件私道の一部で

あり、本件売買契約締結当時、本件土地の

売主であるＢが所有しており、不動産登記

簿上の地目も公衆用道路とされていたこと

から、同人がＸに売却した本件土地の接道

要件を満たすために本件前面道路部分につ

き道路位置の指定を受けること等のＢの協

力が得られることについては、その当時、

十分期待することができたのであり、本件

土地は、建物を建築するのに法的な支障が

生ずる可能性の乏しい物件であった。

蘯 本件土地が接道要件を満たしているかど

うかという点は、宅地建物取引業法35条１

項所定の重要事項として、書面による説明

義務がある。本件売買契約においては、売

主側の仲介業者であるＣがその説明義務を

負っているのであって、Ａに同様の義務が

あるわけではない。

盻 Ｙの従業員であるＡが、Ｘに対し、Ｙか

ら融資を受けて本件土地を購入するように

積極的に勧誘し、その結果として、Ｘが本

件売買契約を締結するに至ったという事実

があったとしても、その際、ＡがＸに対し

て本件土地が接道要件を満たしていないこ

とについて説明をしなかったことが、法的

義務に違反し、Ｘに対する不法行為を構成

するということはできないものというべき

である。

３　まとめ

取引の実際において金融機関が登場する場

面は多いと思われるが、本件では従業員の義

務を肯認するには「特段の事情」が必要とさ

れ、宅建業法上の説明義務と同様の義務はな

いとされた。接道要件をめぐるトラブルは実

務上多く、留意すべき調査事項である。

（調査研究部調査役）




